
議案第１０８号

あきる野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和２年１１月２５日

提出者 あきる野市長 村 木 英 幸

提案理由

東京都人事委員会勧告に準じて、期末手当を改定することから、規定を整備する必要があ

る。

あきる野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第１条 あきる野市職員の給与に関する条例（平成７年あきる野市条例第２９号）の一部を

次のように改正する。

第２０条第２項の表以外の部分中「１００分の１３０」を「１００分の１２０」に、

「１００分の１１０」を「１００分の１００」に、「１００分の１００」を「１００分の

９０」に改め、同条第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２０」に、「１００

分の７２．５」を「１００分の６７．５」に、「１００分の１１０」を「１００分の

１００」に、「１００分の６２．５」を「１００分の５７．５」に、「１００分の

１００」を「１００分の９０」に改める。

第２条 あきる野市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第２０条第２項の表以外の部分中「１００分の１２０」を「１００分の１２５」に、

「１００分の１００」を「１００分の１０５」に、「１００分の９０」を「１００分の

９５」に改め、同条第３項中「１００分の１２０」を「１００分の１２５」に、「１００

分の６７．５」を「１００分の７０」に、「１００分の１００」を「１００分の１０５」

に、「１００分の５７．５」を「１００分の６０」に、「１００分の９０」を「１００分

の９５」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日から施

行する。


